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犬の登録と狂犬病予防注射を実施
　犬を飼っている人には、犬の登録と狂犬病の
予防注射（毎年1回）が義務付けられています。
　また、犬の出生・死亡、所在地の変更や、所
有者の住所・氏名などを変更するときは届け出
が必要です。
　市では、御所浦・倉岳・栖本地区の犬の登録・
狂犬病予防注射を下表のとおり実施します（そ
の他の地区の日程は、４月１日号・５月１日号

の「市政だより天草」お知らせ版に掲載します）。
　対象となる犬には、予防注射を受けさせてく
ださい。なお、当日注射に来られない人は、獣
医科医院またはほかの地区で接種してください。
▶対　象＝生後91日以上の犬。
▶料　金＝未登録犬の登録料、予防注射いずれ
も3,000円。
■犬の登録・狂犬病予防注射日程＝下表参照。
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 【問い合わせ先】本庁・環境課環境政策係（内線1282）／各支所・総務市民課

実施日 場　　　所 場　　　所実施日実施時間 実施時間
倉岳漁村センター（宮田）
虹のはるか前（浦）
倉岳支所
河内体育館
栖本体育館
栖本支所

９:00～10:00
10:30～11:30
13:00～14:00
９:00～ ９:25
９:50～10:20
10:40～11:40

崎浦公民館
横浦島コミュニティセンター
御所浦公民館大浦分館
御所浦支所
牧島簡易郵便局横
御所浦診療所横

９:10～ ９:30
9:40～10:00
10:20～10:40
10:50～11:40
13:00～13:20
13:30～14:20

　平成24年度の固定資産税の課税対象となる
土地・家屋の評価額などを記載した「土地およ
び家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
▶縦覧できる人＝市内に所有する土地または家
屋の納税者（または代理人）、納税管理人。
▶期間＝４月２日㊊～７月２日㊊（土・日曜日、
祝日を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・固定資産税課（全市域分を縦
覧できます）、牛深支所・総務振興課、その
他の支所・総務市民課（各支所管内分を縦覧
できます）。
▶縦覧内容＝●土地価格等縦覧帳簿…所在、地
番、地目、地積、評価額。●家屋価格等縦覧
帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
評価額。
※所有者の住所や氏名または名称、非課税物
件などは記載されていません。

▶手数料＝無料。
▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要で
す）。

　平成24年度の固定資産税課税台帳（名寄帳）
の閲覧と写しの申請ができます。
▶閲覧・写しの申請ができる人＝①納税義務者
（または代理人）、納税管理人②土地・家屋を
借りている人で賃借料などを支払っている人
③土地・家屋の所有者や管財人など固定資産
を処分する権利がある人。

▶開始日＝４月２日㊊から（土・日曜日、祝日
を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・固定資産税課または牛深支所・
総務振興課、その他の支所・総務市民課。

▶写し発行手数料＝1通300円（写しに証明が
不要な場合は、７月２日㊊までは無料）。

▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要）。②
は賃貸借契約書や賃借料払込領収書など資格
を証明できるものも持参。また、法人の使者
の場合は、法人印が押された委任状と使者の
身分証明ができるものを持参（可能であれば
法人印も持参）。

【問い合わせ先】本庁・固定資産税課固定資産税係（内線1152）

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
　　　　　　　　　　縦覧できます

固定資産税に関するお知らせ
固定資産税課税台帳（名寄帳）の
      　閲覧と写しの申請ができます
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３
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所
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伊
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の
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津
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公
民
館
。
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